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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽光を受けて発電する太陽光発電装置及び他の外部電源から給電されることにより温
水を加熱することが可能な加熱装置と、
　前記加熱装置により加熱された温水を貯湯するための貯湯タンクと、
　前記貯湯タンク内の残湯量を検出するための残湯量センサと、
　前記加熱装置を作動させて前記貯湯タンクに温水を貯湯する沸き上げ運転を実行する装
置であって、少なくとも前記貯湯タンク内の残湯量が最低保持湯量よりも小さい場合に、
前記沸き上げ運転を実行する制御装置と、
　前記太陽光発電装置の発電状態を検出または推定することが可能な情報を発電情報とし
て取得する発電情報取得手段と、を備え、
　前記制御装置は、前記発電情報取得手段により取得した前記発電情報に基いて、前記太
陽光発電装置の発電中に売電される電力量が前記沸き上げ運転により減少するのを抑制す
る売電促進制御を実行する構成とし、
　前記売電促進制御は、前記太陽光発電装置の発電中に前記最低保持湯量を非発電時より
も減少させる貯湯量抑制制御である貯湯式給湯機。
【請求項２】
　太陽光を受けて発電する太陽光発電装置及び他の外部電源から給電されることにより温
水を加熱することが可能な加熱装置と、
　前記加熱装置により加熱された温水を貯湯するための貯湯タンクと、
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　前記貯湯タンク内の残湯量を検出するための残湯量センサと、
　前記加熱装置を作動させて前記貯湯タンクに温水を貯湯する沸き上げ運転を実行する装
置であって、少なくとも前記貯湯タンク内の残湯量が最低保持湯量よりも小さい場合に、
前記沸き上げ運転を実行する制御装置と、
　前記太陽光発電装置の発電状態を検出または推定することが可能な情報を発電情報とし
て取得する発電情報取得手段と、を備え、
　前記制御装置は、前記発電情報取得手段により取得した前記発電情報に基いて、前記太
陽光発電装置の発電中に売電される電力量が前記沸き上げ運転により減少するのを抑制す
る売電促進制御を実行する構成とし、
　前記売電促進制御は、前記太陽光発電装置の発電中に前記最低保持湯量を非発電時より
も減少させる貯湯量抑制制御と、前記太陽光発電装置の発電中に前記沸き上げ運転を禁止
する沸き上げ禁止制御とを含む構成とし、
　前記売電促進制御として実行される制御を前記貯湯量抑制制御と前記沸き上げ禁止制御
の何れかに切換える操作を実行可能な切換操作手段を備えてなる貯湯式給湯機。
【請求項３】
　太陽光を受けて発電する太陽光発電装置及び他の外部電源から給電されることにより温
水を加熱することが可能な加熱装置と、
　前記加熱装置により加熱された温水を貯湯するための貯湯タンクと、
　前記貯湯タンク内の残湯量を検出するための残湯量センサと、
　前記加熱装置を作動させて前記貯湯タンクに温水を貯湯する沸き上げ運転を実行する装
置であって、少なくとも前記貯湯タンク内の残湯量が最低保持湯量よりも小さい場合に、
前記沸き上げ運転を実行する制御装置と、
　前記太陽光発電装置の発電状態を検出または推定することが可能な情報を発電情報とし
て取得する発電情報取得手段と、を備え、
　前記制御装置は、前記発電情報取得手段により取得した前記発電情報に基いて、前記太
陽光発電装置の発電中に売電される電力量が前記沸き上げ運転により減少するのを抑制す
る売電促進制御を実行する構成とし、
　前記制御装置は、前記貯湯タンク内の残湯量が前記最低保持湯量よりも小さい限界保持
湯量未満である場合に、前記売電促進制御を実行せずに前記沸き上げ運転を実行する構成
としてなる貯湯式給湯機。
【請求項４】
　前記売電促進制御は、前記太陽光発電装置の発電中に前記沸き上げ運転を禁止する沸き
上げ禁止制御である請求項３に記載の貯湯式給湯機。
【請求項５】
　前記発電情報は、前記太陽光発電装置から前記制御装置に送信され、前記太陽光発電装
置が発電中であるか否かに応じて信号状態が変化する発電信号を含む構成としてなる請求
項１乃至４のうち何れか１項に記載の貯湯式給湯機。
【請求項６】
　前記発電情報は、前記太陽光発電装置の発電開始時刻を推定可能な情報を有し、
　前記売電促進制御は、前記発電情報に基いて前記太陽光発電装置の発電開始前に前記沸
き上げ運転を開始して完了する発電前沸き上げ制御を含む構成としてなる請求項１乃至５
のうち何れか１項に記載の貯湯式給湯機。
【請求項７】
　前記発電前沸き上げ制御で用いる前記発電情報は、前記太陽光発電装置の発電開始時刻
の過去データを含む発電履歴情報と、外部ネットワークから取得される気象情報と、操作
により設定された前記発電開始時刻の設定情報のうち少なくとも１つの情報である請求項
６に記載の貯湯式給湯機。
【請求項８】
　前記制御装置は現在の季節情報を取得する機能を備え、前記最低保持湯量を夏季よりも
冬季に大きく設定する構成としてなる請求項１乃至７のうち何れか１項に記載の貯湯式給
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湯機。
【請求項９】
　前記売電促進制御の実行を許可するか否かを選択する選択操作手段を備えてなる請求項
１乃至８のうち何れか１項に記載の貯湯式給湯機。
【請求項１０】
　前記太陽光発電装置の発電中でも、操作により前記沸き上げ運転を実行させることが可
能な沸き上げ操作手段を備えてなる請求項１乃至９のうち何れか１項に記載の貯湯式給湯
機。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のうち何れか１項に記載の貯湯式給湯機と、
　前記太陽光発電装置と、
　を備えてなるソーラーシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、温水を沸き上げて貯湯する機能を備えた貯湯式給湯機、及び太陽光発電装置
と連動する貯湯式給湯機を備えたソーラーシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術として、例えば特許文献１に記載されているように、貯湯式給湯機と太陽光発
電装置とを備えた給湯装置が知られている。従来技術の給湯装置は、夜間電力時間帯の終
了時刻に合わせて沸き上げ運転を終了する通常沸き上げ運転と、通常沸き上げ運転よりも
早い時刻に沸き上げ運転を終了する早期沸き上げ運転とを実行する。早期沸き上げ運転を
実行する時間帯は、各種の環境情報に基いて、太陽光発電の開始前（即ち、日の出前）に
沸き上げ運転が終了するように設定される。上記環境情報には、例えば外気温度、気象情
報、日の出時刻及び日の入り時刻等が含まれている。また、ネットワークに接続可能な給
湯装置においては、ネットワークを介して正しい時刻情報や気象情報を取得し、取得した
情報を上記環境情報として利用する場合もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１６３２３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した従来技術では、早期沸き上げ運転を採用することにより、太陽光発電中を避け
て沸き上げ運転を実行するようにしている。しかしながら、例えば昼間に多量の湯を使用
するような状況では、給湯装置の残湯量が大きく減少することがあり、太陽光発電中でも
通常沸き上げ運転を実行せざるを得ない場合がある。この場合には、太陽光発電中に電力
会社に売電する電力量が予定の量よりも減少し、売電による電力コストの削減効果が十分
に得られないという問題がある。
【０００５】
　本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、太陽光発電の実行状態
に応じて沸き上げ運転の実行状態を制御することにより、太陽光発電中に売電される電力
量を安定的に確保することが可能な貯湯式給湯機及びソーラーシステムを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る貯湯式給湯機は、太陽光を受けて発電する太陽光発電装置及び他の外部電
源から給電されることにより温水を加熱することが可能な加熱装置と、加熱装置により加
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熱された温水を貯湯するための貯湯タンクと、貯湯タンク内の残湯量を検出するための残
湯量センサと、加熱装置を作動させて貯湯タンクに温水を貯湯する沸き上げ運転を実行す
る装置であって、少なくとも貯湯タンク内の残湯量が最低保持湯量よりも小さい場合に、
沸き上げ運転を実行する制御装置と、太陽光発電装置の発電状態を検出または推定するこ
とが可能な情報を発電情報として取得する発電情報取得手段と、を備え、制御装置は、発
電情報取得手段により取得した発電情報に基いて、太陽光発電装置の発電中に売電される
電力量が沸き上げ運転により減少するのを抑制する売電促進制御を実行する構成とし、売
電促進制御は、太陽光発電装置の発電中に最低保持湯量を非発電時よりも減少させる貯湯
量抑制制御であるものである。
　また、本発明に係る貯湯式給湯機は、太陽光を受けて発電する太陽光発電装置及び他の
外部電源から給電されることにより温水を加熱することが可能な加熱装置と、加熱装置に
より加熱された温水を貯湯するための貯湯タンクと、貯湯タンク内の残湯量を検出するた
めの残湯量センサと、加熱装置を作動させて貯湯タンクに温水を貯湯する沸き上げ運転を
実行する装置であって、少なくとも貯湯タンク内の残湯量が最低保持湯量よりも小さい場
合に、沸き上げ運転を実行する制御装置と、太陽光発電装置の発電状態を検出または推定
することが可能な情報を発電情報として取得する発電情報取得手段と、を備え、制御装置
は、発電情報取得手段により取得した発電情報に基いて、太陽光発電装置の発電中に売電
される電力量が沸き上げ運転により減少するのを抑制する売電促進制御を実行する構成と
し、売電促進制御は、太陽光発電装置の発電中に最低保持湯量を非発電時よりも減少させ
る貯湯量抑制制御と、太陽光発電装置の発電中に沸き上げ運転を禁止する沸き上げ禁止制
御とを含む構成とし、売電促進制御として実行される制御を貯湯量抑制制御と沸き上げ禁
止制御の何れかに切換える操作を実行可能な切換操作手段を備えてなるものである。
　また、本発明に係る貯湯式給湯機は、太陽光を受けて発電する太陽光発電装置及び他の
外部電源から給電されることにより温水を加熱することが可能な加熱装置と、加熱装置に
より加熱された温水を貯湯するための貯湯タンクと、貯湯タンク内の残湯量を検出するた
めの残湯量センサと、加熱装置を作動させて貯湯タンクに温水を貯湯する沸き上げ運転を
実行する装置であって、少なくとも貯湯タンク内の残湯量が最低保持湯量よりも小さい場
合に、沸き上げ運転を実行する制御装置と、太陽光発電装置の発電状態を検出または推定
することが可能な情報を発電情報として取得する発電情報取得手段と、を備え、制御装置
は、発電情報取得手段により取得した発電情報に基いて、太陽光発電装置の発電中に売電
される電力量が沸き上げ運転により減少するのを抑制する売電促進制御を実行する構成と
し、制御装置は、貯湯タンク内の残湯量が最低保持湯量よりも小さい限界保持湯量未満で
ある場合に、売電促進制御を実行せずに沸き上げ運転を実行する構成としてなるものであ
る。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、太陽光発電中には、例えば沸き上げ運転が実行されるのを禁止するか
、または、沸き上げ制御が行われる可能性を低下させることができる。これにより、太陽
光発電中に売電される電力量が沸き上げ運転により減少するのを抑制し、売電を促進する
ことができ、売電電力量を安定的に確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態１による貯湯式給湯機の構成を示す構成図である。
【図２】本発明の実施の形態１による貯湯式給湯機が適用されるソーラーシステムを模式
的に示す構成図である。
【図３】本発明の実施の形態１において、制御装置により実行される売電促進制御の一例
を示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施の形態１において、制御装置により実行される発電前沸き上げ制御
の一例を示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施の形態２において、制御装置により実行される発電前沸き上げ制御
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の一例を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態３において、制御装置により実行される発電前沸き上げ制御
の一例を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態４において、制御装置により実行される制御の一例を示すフ
ローチャートである。
【図８】本発明の実施の形態５において、制御装置により実行される制御の一例を示すフ
ローチャートである。
【図９】本発明の実施の形態６において、制御装置により実行される制御の一例を示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
実施の形態１．
　以下、図１乃至図４を参照して、本発明の実施の形態１について説明する。図１は、本
発明の実施の形態１による貯湯式給湯機の構成を示す構成図である。この図に示すように
、貯湯式給湯機１は、加熱装置としてのヒートポンプユニット２と、タンクユニット３と
を備えている。ヒートポンプユニット２は、圧縮機、水冷媒熱交換器、膨張弁及び空気熱
交換器を冷媒循環配管によって環状に接続することで構成されている。ヒートポンプユニ
ット２は、タンクユニット３から導入される低温水と、冷媒循環配管を流れる高温な冷媒
との間で熱交換を行うことにより、低温水を加熱して高温水を生成するものである。
【００１０】
　一方、タンクユニット３は、貯湯タンク４、ヒートポンプ往き配管５、ヒートポンプ戻
り配管６、給水配管７及び給湯配管８を備えている。まず、貯湯タンク４は、ヒートポン
プユニット２により加熱した温水を貯湯する密閉型のタンク等により構成されている。貯
湯式給湯機１の運転時には、後述のように、貯湯タンク４の上部からタンク内に高温水が
流入し、貯湯タンク４の下部からタンク内に低温水が供給される。このため、貯湯タンク
４の内部には、上部側に高温水が滞留し、下部側に低温水が滞留するように温度成層が形
成される。
【００１１】
　ヒートポンプ往き配管５は、貯湯タンク４の下部とヒートポンプユニット２の流入側と
を接続し、ヒートポンプ戻り配管６は、ヒートポンプユニット２の流出側と貯湯タンク４
の上部とを接続している。ヒートポンプ往き配管５とヒートポンプ戻り配管６とは、ヒー
トポンプユニット２を介して貯湯タンク４の上部と下部とを接続する沸き上げ回路を構成
している。沸き上げ回路には、ヒートポンプユニット２と貯湯タンク４との間で湯水を循
環させる循環ポンプ（図示せず）が配置されている。
【００１２】
　一方、給水配管７は、市水等の低温水を外部からタンクユニット３に供給するもので、
タンクユニット３内で３方向に分岐し、貯湯タンク４の下部に接続されると共に、後述の
風呂用混合弁９及び給湯用混合弁１１の流入側にそれぞれ接続されている。また、給湯配
管８は、貯湯タンク４の上部から取出した高温水を外部の給湯対象に供給するための配管
である。給湯配管８の一端側は貯湯タンク４の上部に接続されている。給湯配管８の他端
側は２方向に分岐して、風呂用混合弁９及び給湯用混合弁１１の流入側にそれぞれ接続さ
れている。
【００１３】
　また、タンクユニット３は、風呂用混合弁９、風呂用配管１０、給湯用混合弁１１及び
外部給湯用配管１２を備えている。風呂用混合弁９と給湯用混合弁１１は、例えば電磁駆
動式の三方弁により構成され、それぞれ２個の流入ポートと１個の流出ポートとを備えて
いる。風呂用混合弁９及び給湯用混合弁１１の一方の流入ポートには、給水配管７がそれ
ぞれ接続されている。風呂用混合弁９及び給湯用混合弁１１の他方の流入ポートには、給
湯配管８がそれぞれ接続されている。また、風呂用混合弁９の流出ポートには、風呂用配
管１０を介して給湯対象の１つである浴槽（図示せず）が接続されている。給湯用混合弁
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１１の流出ポートには、外部給湯用配管１２を介して給湯栓、シャワー等の給湯対象が接
続されている。
【００１４】
　そして、風呂用混合弁９は、給水配管７から供給される低温水と、給湯配管８から供給
される高温水とを混合し、両者の混合水を風呂用配管１０を介して浴槽に供給する。一方
、給湯用混合弁１１は、給水配管７から供給される低温水と、給湯配管８から供給される
高温水とを混合し、両者の混合水を外部給湯用配管１２を介して外部の給湯対象に供給す
る。なお、給湯配管８、風呂用配管１０及び外部給湯用配管１２は、貯湯タンク４の上部
と給湯対象とを接続する給湯回路を構成しており、この給湯回路には、風呂用混合弁９及
び給湯用混合弁１１が含まれている。
【００１５】
　次に、貯湯式給湯機１の制御系統について説明する。まず、貯湯タンク４の表面には、
タンク内の湯水の温度分布を検出するために、複数個のタンク温度センサ１３がそれぞれ
異なる高さ位置に取付けられている。なお、図１では、３個のタンク温度センサ１３を例
示している。タンク温度センサ１３は、貯湯タンク４内に貯留されている高温水の量であ
る残湯量等を検出するために用いられ、本実施の形態の残湯量センサを構成している。ま
た、風呂用配管１０には、当該風呂用配管１０を介して浴槽に供給される温水の流量を検
出する風呂用流量センサ１４が設けられている。外部給湯用配管１２には、当該給湯用配
管１２を介して給湯対象に供給される温水の流量を検出する外部給湯用流量センサ１５が
設けられている。ヒートポンプユニット２及びタンクユニット３には、この他にも、各部
で湯水の流量及び温度を検出するためのセンサが設けられている。また、ヒートポンプユ
ニット２は、制御線１６を介して制御装置２０と接続されている。制御線１６は、制御装
置２０からヒートポンプユニット２に制御信号及び電力を供給するもので、ヒートポンプ
ユニット２は、これらの制御信号及び電力に応じて制御装置２０により制御される。
【００１６】
　また、タンクユニット３には、貯湯式給湯機１の作動状態を制御する制御装置２０が搭
載されている。制御装置２０は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、不揮発性メモリ等からなる記憶回路と
、記憶回路に記憶されたプログラム等に基いて所定の演算処理を実行する演算処理装置（
ＣＰＵ）と、演算処理装置に対して外部の信号を入出力する入出力ポートとを備えている
。制御装置２０の入力側には、各タンク温度センサ１３、風呂用流量センサ１４及び外部
給湯用流量センサ１５を含む各種のセンサからなるセンサ系統が接続されている。制御装
置２０の出力側には、ヒートポンプユニット２の圧縮機、前記循環ポンプ、風呂用混合弁
９及び給湯用混合弁１１等を含む各種のアクチュエータが接続されている。
【００１７】
　また、貯湯式給湯機１は、台所に配置された台所リモコン２１と、浴室に配置された浴
室リモコン２２及び増設リモコン２３を備えている。増設リモコン２３は、必要に応じて
台所及び浴槽以外の場所に追加される。以下の説明では、台所リモコン２１、浴室リモコ
ン２２及び増設リモコン２３を総称して、リモコン２１，２２，２３と記載する場合があ
る。リモコン２１，２２，２３は、給湯機１の使用者等により操作されるもので、その操
作内容に応じて貯湯式給湯機１の作動状態を設定及び変更することができる。また、リモ
コン２１，２２，２３は、制御装置２０と双方向のデータ通信が可能に構成されており、
貯湯式給湯機１の作動状態及び各種の設定を表示することができる。
【００１８】
　制御装置２０は、リモコン２１，２２，２３による操作及び設定の内容と、センサ系統
の出力とに基いて各アクチュエータを駆動することにより、貯湯式給湯機１の作動状態を
制御し、その運転形態を切換える。制御装置２０により実現される運転形態としては、沸
き上げ運転、給湯運転等が挙げられる。これらの運転形態については後述する。
【００１９】
　次に、図２を参照して、貯湯式給湯機１を含むソーラーシステムについて説明する。図
２は、本発明の実施の形態１による貯湯式給湯機が適用されるソーラーシステムを模式的
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に示す構成図である。この図に示すように、本実施の形態のソーラーシステムは、貯湯式
給湯機１、太陽光発電装置３０、パワーコンディショナー３１、ＨＥＭＳコントローラ３
２、制御通信線３３等を備えている。ここで、貯湯式給湯機１の制御装置２０、太陽光発
電装置３０、パワーコンディショナー３１及びＨＥＭＳコントローラ３２からなる４個の
機器は、制御通信線３３を介して相互に接続されており、個々の機器は、他の３個の機器
との間でそれぞれ双方向のデータ通信が可能となっている。
【００２０】
　太陽光発電装置３０は、太陽光を受けて発電する太陽電池等を備えており、太陽光発電
を行うものである。太陽光発電装置３０により発電された電力は、パワーコンディショナ
ー３１に送電される。また、太陽光発電装置３０は、太陽光発電中であるか否かに応じて
信号状態が変化する発電信号を出力し、この発電信号は制御通信線３３を介して制御装置
２０に送信される。制御装置２０は、発電信号に基いて太陽光発電装置３０が発電中であ
るか否かを検出することができる。なお、上記発電信号は、本実施の形態における発電情
報の少なくとも一部を構成している。
【００２１】
　パワーコンディショナー３１は、電力の入出力及び分配を行う電源回路として構成され
ている。パワーコンディショナー３１の入力側には、外部電源である電力会社４０から電
力供給を受けるための受電用電力線３４と、太陽光発電装置３０により発電された電力を
受けるための受電用電力線３５とが接続されている。パワーコンディショナー３１の出力
側には、貯湯式給湯機１の制御装置２０に送電するための送電用電力線３６と、電力会社
４０に売電するための売電用電力線３７とが接続されている。そして、パワーコンディシ
ョナー３１は、電力会社４０及び太陽光発電装置３０から得られた電力を貯湯式給湯機１
に供給する機能と、太陽光発電装置３０により発電された電力を電力会社４０に売電する
機能とを備えている。
【００２２】
　詳しく述べると、パワーコンディショナー３１は、夜間等のように太陽光発電装置３０
が発電していない非発電時に、電力会社４０から供給される電力を貯湯式給湯機１に供給
し、当該給湯機１を作動させる。なお、貯湯式給湯機１に供給された電力は、ヒートポン
プユニット２、制御装置２０等により使用される。また、パワーコンディショナー３１は
、昼間の日照時等において、例えば貯湯式給湯機１の消費電力が少ない場合に、太陽光発
電装置３０により発電されて余った電力を電力会社４０に売電する。さらに、パワーコン
ディショナー３１は、太陽光発電装置３０の発電中に貯湯式給湯機１の消費電力が増加し
た場合に、太陽光発電装置３０により発電された電力の少なくとも一部を必要に応じて貯
湯式給湯機１に分配し、残りの電力を電力会社４０に売電する。
【００２３】
　ＨＥＭＳ（Home Energy Management System）コントローラ３２は、各種の家電機器の
制御に必要な情報を取得及び管理するための機器であり、この家電機器には、貯湯式給湯
機１及び太陽光発電装置３０も含まれている。ＨＥＭＳコントローラ３２は、制御装置２
０と同様に、記憶回路、演算処理装置、入出力ポート等を備えている。また、ＨＥＭＳコ
ントローラ３２は、インターネット４１等の外部ネットワークから気象情報を取得し、当
該気象情報を制御通信線３３を介して制御装置２０に送信する機能を有している。この気
象情報には、例えば貯湯式給湯機１の設置場所での日の出時刻、日の入時刻、天気、外気
温等の情報が含まれる。
【００２４】
　また、ＨＥＭＳコントローラ３２は、太陽光発電の発電開始時刻の過去データを含む発
電履歴情報を外部のサーバ（図示せず）に蓄積する機能と、蓄積した発電履歴情報を読出
す機能とを備えている。詳しく述べると、ＨＥＭＳコントローラ３２は、制御通信線３３
を介して太陽光発電装置３０の作動状態を定期的に取得し、前記発電開始時刻を含む情報
を外部ネットワークを介してサーバに送信する。送信された情報は、過去から現在に至る
までの発電履歴情報としてサーバに蓄積される。また、ＨＥＭＳコントローラ３２は、例
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えば制御装置２０から発電履歴情報の取得要求を受信した場合に、前記サーバから発電履
歴情報を読出して制御装置２０に送信する。この送信動作及び受信動作は制御通信線３３
を介して行われる。
【００２５】
　次に、本実施の形態による貯湯式給湯機１の作動について説明する。まず、給湯運転に
ついて説明すると、制御装置２０は、例えば風呂用流量センサ１４により検出される湯水
の流量が増加した場合に、浴槽の給湯栓等が開栓されたものと判断し、貯湯タンク４内の
温水を浴槽に供給する給湯運転を実行する。この場合には、リモコン２１，２２，２３の
何れかにより設定された風呂給湯温度等に基いて、風呂用混合弁９による高温水と低温水
との混合比率を調整し、風呂給湯温度と等しい湯温の温水を風呂用配管１０から浴槽に供
給する。また、制御装置２０は、外部給湯用流量センサ１５により検出される湯水の流量
が増加した場合に、浴槽以外の給湯栓、シャワー等が開栓されたものと判断し、貯湯タン
ク４内の温水を浴槽以外の給湯対象に供給する給湯運転を実行する。この場合には、リモ
コン２１，２２，２３の何れかにより設定された外部給湯温度等に基いて、給湯用混合弁
１１による高温水と低温水との混合比率を調整し、外部給湯温度と等しい湯温の温水を外
部給湯用配管１２から給湯対象に供給する。
【００２６】
　また、制御装置２０は、貯湯タンク４内に温水を補充するために、貯湯タンク４内の残
湯量に基いて沸き上げ運転を実行する通常沸き上げ制御と、太陽光発電の開始前に沸き上
げ運転を実行する発電前沸き上げ制御とを実行する。まず、沸き上げ運転について説明す
ると、沸き上げ運転は、ヒートポンプユニット２を用いて貯湯タンク４内の湯水を加熱す
る（沸き上げる）もので、沸き上げ運転の実行時には、ヒートポンプユニット２と前記循
環ポンプとを作動させる。これにより、貯湯タンク４の下部から流出した低温水は、ヒー
トポンプ往き配管５を介してヒートポンプユニット２の水冷媒熱交換器の１次側に流入し
、水冷媒熱交換器にて高温の冷媒と熱交換することにより加熱されて高温水となる。この
高温水は、水冷媒熱交換器からヒートポンプ戻り配管６に流出し、ヒートポンプ戻り配管
６を介して貯湯タンク４の上部に流入する。従って、沸き上げ運転によれば、貯湯タンク
４内に高温水を貯湯することができる。
【００２７】
　次に、通常沸き上げ制御について説明すると、通常沸き上げ制御では、まず、各タンク
温度センサ１３の出力に基いて貯湯タンク４内の温度分布を検出し、この検出結果に基い
て貯湯タンク４内の残湯量を算出する。そして、残湯量の算出値が最低保持湯量よりも小
さい場合に、前述した沸き上げ運転を実行する。なお、貯湯タンク４の最低保持湯量は、
例えば想定される最大の給湯量等を基準として、給湯運転時の湯切れを防止するのに十分
な量の残湯量として設定される。また、通常沸き上げ制御では、例えば貯湯タンク４内の
貯湯量（残湯量）がリモコン２１，２２，２３の何れかにより設定された設定保持湯量に
到達した時点で、ヒートポンプユニット２及び前記循環ポンプを停止し、沸き上げ運転を
終了する。従って、通常沸き上げ制御によれば、貯湯タンク４内の残湯量が減少した場合
に、高温水を補充することができ、残湯量が少ない状態が継続することによって給湯時に
湯切れが生じるのを防止することができる。
【００２８】
　また、最低保持湯量は、貯湯タンク４の上部、中間部及び下部に配置された３個のタン
ク温度センサ１３の出力、即ち、タンク上部温度、タンク中間部温度及びタンク下部温度
に基いて、次の設定処理により設定してもよい。この設定処理では、例えばタンク下部温
度が６０℃程度の判定温度以下で、かつ、タンク中間部温度及びタンク上部温度が前記判
定温度以上の場合に、最低保持湯量を第１の閾値に設定する。また、タンク下部温度及び
タンク中間部温度が前記判定温度以下で、かつ、タンク上部温度が前記判定温度以上の場
合に、最低保持湯量を第１の閾値よりも大きな第２の閾値に設定する。換言すれば、最低
保持湯量の設定処理では、貯湯タンク４内に蓄えられた蓄熱量が少ないほど、最低保持湯
量を大きく設定し、残湯量が多いうちに沸き上げ運転が開始される構成としてもよい。
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【００２９】
　上記構成によれば、貯湯タンク４内の残湯量だけでなく、湯温も考慮して最低保持湯量
を適切に設定することができる。即ち、残湯量が多くても、その湯温が低い場合には、最
低保持湯量を大きな値（第２の閾値）に設定し、残湯量が減り始めてから比較的早い段階
で沸き上げ運転を開始することができる。一方、残湯量が少なくても、その湯温が高い場
合には、高温水を水と混合させることで中間温度の温水を十分に得る余裕がある。この場
合には、最低保持湯量を小さな値（第１の閾値）に設定し、残湯量がかなり減少してから
沸き上げ運転を実行させることができる。
【００３０】
　一方、発電前沸き上げ制御では、まず、太陽光発電装置３０の発電開始時刻を推定可能
な情報を発電情報として取得し、この発電情報に基いて発電開始時刻を推定する。そして
、太陽光発電装置３０の発電開始前に沸き上げ運転を開始し、発電開始時刻が到来した時
点で沸き上げ運転を完了する。発電開始時刻を推定可能な発電情報としては、例えば太陽
光発電装置３０の発電履歴情報、気象情報、及び使用者の設定情報のうち、少なくとも１
つの情報が用いられる。
【００３１】
　ここで、発電履歴情報は、前述のように、ＨＥＭＳコントローラ３２から制御通信線３
３を介して取得されるもので、制御装置２０は、取得した発電履歴情報に基いて太陽光発
電の次回の発電開始時刻を特定するか、または推定する。なお、制御装置２０は、取得し
た発電履歴情報に基いて発電開始時刻の傾向を学習し、この学習結果に基いて次回以降の
発電開始時刻を推定する構成としてもよい。また、気象情報は、前述のように、ＨＥＭＳ
コントローラ３２から取得される。一方、使用者の設定情報とは、ソーラーシステムの使
用者等により、太陽光発電装置３０の作動状態を操作するための操作装置等を用いて設定
されるもので、発電開始時刻の設定値等も含んでいる。なお、上記操作装置は、太陽光発
電専用のリモコン等により構成してもよいが、ＨＥＭＳコントローラ３２により構成して
もよく、また、リモコン２１，２２，２３により構成してもよい。
【００３２】
　また、発電前沸き上げ制御では、貯湯タンク４内の残湯量と、リモコン２１，２２，２
３の何れかにより設定された設定保持湯量とに基いて、残湯量と設定保持湯量との差分に
対応する要求湯量を算出し、更に、当該要求湯量を沸き上げるのに必要な時間である沸き
上げ時間を算出する。そして、発電前沸き上げ制御では、太陽光発電装置３０の発電開始
時刻から前記沸き上げ時間だけ遡った時刻を算出し、更に、この時刻に対してある程度の
余裕時間だけ遡った時刻から沸き上げ運転を開始する。一例を挙げると、要求湯量である
２００リットルの湯量を沸き上げるのに必要な沸き上げ時間が２時間であり、かつ、太陽
光発電装置３０の発電開始時刻が午前６時である場合には、発電開始時刻の直前に沸き上
げ運転が完了するように、午前４時の少し前から沸き上げ運転を開始する。
【００３３】
　上述した発電前沸き上げ制御によれば、太陽光発電が開始される前の時間帯に、沸き上
げ運転を開始して完了することができる。これにより、夜間及び早朝等の時間を利用して
貯湯量を増加させることができるので、太陽光発電中に沸き上げ運転が行われる可能性を
低下させ、売電される電力量を安定的に確保することができる。また、太陽光発電装置３
０の発電履歴情報、気象情報、及び使用者の設定情報のうち、少なくとも１つの情報を発
電情報として用いることにより、発電情報に基いて太陽光発電装置３０の発電開始時刻を
容易に推定することができる。
【００３４】
　なお、発電前沸き上げ制御では、太陽光発電装置３０の発電履歴情報、気象情報、及び
使用者の設定情報の全てを発電情報として取得し、これら全ての情報に基いて発電開始時
刻を総合的に推定するのが好ましい。これにより、発電開始時刻の推定精度を向上させる
ことができる。一方、本発明では、上述した発電履歴情報、気象情報及び設定情報のうち
、１つまたは２つの情報のみを発電情報として採用し、当該発電情報に基いて発電開始時
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刻を推定する構成としてもよい。
【００３５】
　ところで、例えば昼間に多量の湯を使用するような場合には、太陽光発電中に通常沸き
上げ制御が実行されることがある。この場合には、太陽光発電中の売電電力量が予定の量
よりも減少し、売電による電力コストの削減効果が十分に得られないことになる。このた
め、本実施の形態では、太陽光発電装置３０の発電状態を検出することが可能な発電情報
に基いて、太陽光発電装置３０の発電中に売電される電力量が通常沸き上げ制御により減
少するのを抑制する売電促進制御を実行する。売電促進制御には、前述の発電前沸き上げ
制御と、以下に述べる貯湯量抑制制御及び沸き上げ禁止制御とが含まれている。
【００３６】
　まず、太陽光発電装置３０の発電状態を検出するための発電情報としては、太陽光発電
装置３０から制御装置２０に送信される前述の発電信号が用いられる。そして、貯湯量抑
制制御は、発電信号に基いて太陽光発電装置３０が発電中であることを検出した場合に、
貯湯タンク４の最低保持湯量を非発電時よりも減少させるものである。
【００３７】
　貯湯量抑制制御によれば、太陽光発電中に最低保持湯量を小さく設定し、残湯量がかな
り減少してから沸き上げ運転を実行させることができる。これにより、太陽光発電中に通
常沸き上げ制御が行われる可能性を低下させ、売電を促進することができるので、売電電
力量を安定的に確保することができる。従って、太陽光発電装置３０による売電と、貯湯
式給湯機１による給湯動作とをそれぞれ安定的に実行することが可能なソーラーシステム
を提供することができる。
【００３８】
　なお、貯湯量抑制制御では、貯湯タンク４の最低保持湯量を小さく設定することにより
、貯湯タンク４内の貯湯量を抑制することになる。このため、貯湯量抑制制御は、貯湯タ
ンク４内の蓄熱量が比較的多い場合、即ち、最低保持湯量として前記第１の閾値が採用さ
れている場合にのみ実行するのが好ましい。そして、貯湯タンク４内の蓄熱量が少ない場
合、即ち、最低保持湯量として前記第２の閾値が採用されている場合には、貯湯量抑制制
御を禁止するのが好ましい。
【００３９】
　一方、沸き上げ禁止制御は、前記発電信号に基いて太陽光発電装置３０が発電中である
ことを検出した場合に、通常沸き上げ制御による沸き上げ運転を禁止するものである。沸
き上げ禁止制御によれば、太陽光発電中に沸き上げ運転が実行されるのを確実に防止し、
売電を促進することができ、売電電力量を安定的に確保することができる。なお、最低保
持湯量として前記第２の閾値が採用されている場合には、前記貯湯量抑制制御の場合と同
様の理由により、沸き上げ禁止制御を禁止するのが好ましい。
【００４０】
　本実施の形態では、売電促進制御として、上記の貯湯量抑制制御または沸き上げ禁止制
御を実行する。このとき、本発明では、発電前沸き上げ制御は併用する構成としてもよい
し、併用しない構成としてもよい。また、貯湯量抑制制御と沸き上げ禁止制御のうち太陽
光発電中に実行される制御は、例えばリモコン２１，２２，２３の何れかを操作すること
により切換可能な構成としてもよい。この場合、リモコン２１，２２，２３は、本実施の
形態における切換操作手段の具体例を構成している。なお、本発明の切換操作手段は、リ
モコン２１，２２，２３以外の操作装置により実現してもよい。
【００４１】
　このように、貯湯量抑制制御と沸き上げ禁止制御とを切換可能な構成とすれば、給湯の
使用状況等に応じて売電促進制御の内容を適切に変更することができる。即ち、例えば昼
間の日照時等において、ある程度の売電を実行しつつも最低限の給湯量を確保したい場合
には、貯湯量抑制制御を選択し、給湯時の湯切れを抑制することができる。また、例えば
給湯の使用予定がない等の理由により、売電される電力量を最大化したい場合には、沸き
上げ禁止制御を選択することができる。
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【００４２】
　次に、図３を参照して、本実施の形態の制御を実現するための具体的な処理について説
明する。図３は、本発明の実施の形態１において、制御装置により実行される売電促進制
御の一例を示すフローチャートである。この図に示すルーチンは、貯湯式給湯機１の作動
中に繰り返し実行されるものとする。図３に示すルーチンでは、まず、ステップＳ１にお
いて、売電促進制御のうち貯湯量抑制制御及び沸き上げ禁止制御の実行を許可する設定と
なっているか否かを判定する。ここで、給湯機１の使用者等は、リモコン２１，２２，２
３の何れかを操作することにより、貯湯量抑制制御及び沸き上げ禁止制御を許可するか禁
止するかを設定することができる。リモコン２１，２２，２３は、この設定を選択する選
択操作手段の一例を構成している。
【００４３】
　ステップＳ１の判定が成立した場合には、ステップＳ２に移行する。一方、ステップＳ
１の判定が不成立の場合には、使用者等により貯湯量抑制制御及び沸き上げ禁止制御の実
行が禁止されているので、本ルーチンを終了する。上記構成によれば、給湯機１の使用者
は、給湯と売電の何れを優先するかの判断等に応じて売電促進制御の許可及び禁止を選択
することができ、使用者の利便性を向上させることができる。なお、本発明では、選択操
作手段として、リモコン２１，２２，２３以外の操作装置等を採用してもよい。また、選
択操作手段を用いて許可及び禁止を設定する売電促進制御には、貯湯量抑制制御及び沸き
上げ禁止制御に加えて、発電前沸き上げ制御を含める構成としてもよい。
【００４４】
　次に、ステップＳ２では、太陽光発電装置３０が発電中であるか否かを判定する。この
判定処理は、太陽光発電装置３０から制御通信線３３を介して取得された発電信号に基い
て実行される。なお、ステップＳ２で発電信号を取得する処理は、本実施の形態における
発電情報取得手段の具体例を示している。ステップＳ２の判定が不成立の場合には、太陽
光発電が実行されていない非発電時であるから、本ルーチンを終了する。
【００４５】
　また、ステップＳ２の判定が成立した場合には、ステップＳ３に移行する。そして、ス
テップＳ３では、使用者の切換操作により、売電促進制御として貯湯量抑制制御が選択さ
れているか否かを判定する。この判定が成立した場合には、ステップＳ４に移行して貯湯
量抑制制御を実行し、本ルーチンを終了する。ステップＳ４では、通常沸き上げ制御を実
行するか否かの判定値となる最低保持湯量を非発電時よりも減少させ、貯湯タンク４内の
残湯量を非発電時と比較して抑制する。
【００４６】
　一方、ステップＳ３の判定が不成立の場合、即ち、売電促進制御として沸き上げ禁止制
御が選択されている場合には、ステップＳ５に移行する。そして、ステップＳ５では、ヒ
ートポンプユニット２及び前記循環ポンプを停止させることにより、沸き上げ運転の開始
及び継続を禁止し、本ルーチンを終了する。
【００４７】
　次に、図４を参照して、売電促進制御の一部として実行される発電前沸き上げ制御につ
いて説明する。図４は、本発明の実施の形態１において、制御装置により実行される発電
前沸き上げ制御の一例を示すフローチャートである。この図に示すルーチンは、貯湯式給
湯機１の作動中に繰り返し実行されるものとする。図４に示すルーチンでは、まず、ステ
ップＳ１０において、太陽光発電装置３０の発電開始時刻を発電情報として取得する。
【００４８】
　詳しく述べると、発電開始時刻は、太陽光発電装置３０から制御通信線３３を介してＨ
ＥＭＳコントローラ３２に送信され、更に、ＨＥＭＳコントローラ３２から制御通信線３
３を介して制御装置２０に送信される。制御装置２０は、この発電開始時刻を記憶してお
く。なお、ステップＳ１０で発電開始時刻を取得する処理は、発電情報取得手段の具体例
を示している。
【００４９】
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　次に、ステップＳ１１では、沸き上げ運転を開始する予定の開始時刻が到来したか否か
を判定する。この判定が成立した場合には、ステップＳ１２に移行し、沸き上げ運転を実
行する。また、ステップＳ１１の判定が不成立の場合には、本ルーチンを終了する。なお
、沸き上げ運転の開始時刻は、例えば制御装置２０に初期設定として予め記憶されている
か、または、使用者によりリモコン２１，２２，２３の何れかを用いて設定される。
【００５０】
　次に、ステップＳ１３では、前記ステップＳ１０で取得した太陽光発電の発電開始時刻
が到来したか否かを判定する。この判定が不成立の場合には、当該判定が成立するまでス
テップＳ１２，Ｓ１３の処理を繰り返す。また、ステップＳ１３の判定が成立した場合に
は、ステップＳ１４に移行して沸き上げ運転を完了し、本ルーチンを終了する。従って、
ステップＳ１２で開始した沸き上げ運転は、太陽光発電が開始されるまで継続され、太陽
光発電が開始されたときに終了する。
【００５１】
実施の形態２．
　次に、図５を参照して、本発明の実施の形態２について説明する。本実施の形態は、前
記実施の形態１と同様の構成において、太陽光発電装置の発電開始時刻を貯湯式給湯機に
設定することを特徴としている。図５は、本発明の実施の形態２において、制御装置によ
り実行される発電前沸き上げ制御の一例を示すフローチャートである。この図に示すルー
チンでは、まず、ステップＳ２０において、例えばソーラーシステムの使用者がリモコン
２１，２２，２３の何れかを操作することにより、太陽光発電装置３０の発電開始時刻を
貯湯式給湯機１に設定する。
【００５２】
　制御装置２０は、ステップＳ２１において、設定された発電開始時刻を取得し、当該発
電開始時刻と前述の要求湯量とに基いて沸き上げ運転の完了時刻を算出する。この完了時
刻は、太陽光発電の開始前に沸き上げ運転が完了するように設定される。なお、ステップ
Ｓ２１で発電開始時刻を取得する処理は、発電情報取得手段の具体例を示している。次に
、ステップＳ２２では、前述した沸き上げ運転の開始時刻が到来したか否かを判定する。
この判定が成立した場合には、ステップＳ２３に移行し、沸き上げ運転を実行する。また
、ステップＳ２２の判定が不成立の場合には、開始時刻が到来するまで待機する。
【００５３】
　次に、ステップＳ２４では、沸き上げ運転の完了時刻が到来したか否かを判定する。こ
の判定が不成立の場合には、当該判定が成立するまでステップＳ２３，Ｓ２４の処理を繰
り返す。また、ステップＳ２４の判定が成立した場合には、ステップＳ２５に移行して沸
き上げ運転を完了し、本ルーチンを終了する。従って、沸き上げ運転は、太陽光発電の発
電開始時刻まで継続される。
【００５４】
　このように構成される本実施の形態でも、前記実施の形態１で説明した発電前沸き上げ
制御とほぼ同様の作用効果を得ることができる。そして、特に本実施の形態によれば、リ
モコン２１，２２，２３の操作等により、太陽光発電装置の発電開始時刻を貯湯式給湯機
１に設定するので、発電開始時刻を推定する場合と比較して当該時刻をより正確に取得す
ることができる。
【００５５】
実施の形態３．
　次に、図６を参照して、本発明の実施の形態３について説明する。本実施の形態は、前
記実施の形態１と同様の構成において、気象情報に基いて太陽光発電装置の発電開始時刻
を推定し、この推定結果に基いて発電前沸き上げ制御を実行することを特徴としている。
図６は、本発明の実施の形態３において、制御装置により実行される発電前沸き上げ制御
の一例を示すフローチャートである。この図に示すルーチンでは、まず、ステップＳ３０
において、ＨＥＭＳコントローラ３２により外部ネットワークから気象情報を取得し、ス
テップＳ３１では、取得した気象情報を制御装置２０に送信する。
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【００５６】
　制御装置２０は、ステップＳ３２において、ＨＥＭＳコントローラ３２から取得した発
電情報である気象情報に基いて、太陽光発電装置３０の発電開始時刻を推定する。そして
、推定した発電開始時刻と前述の要求湯量とに基いて、太陽光発電の開始前に沸き上げ運
転が完了するように沸き上げ運転の完了時刻を算出する。なお、ステップＳ３２で気象情
報を取得する処理は、発電情報取得手段の具体例を示している。
【００５７】
　次に、ステップＳ３３では、前述した沸き上げ運転の開始時刻が到来したか否かを判定
する。この判定が成立した場合には、ステップＳ３４に移行し、沸き上げ運転を実行する
。また、ステップＳ３３の判定が不成立の場合には、本ルーチンを終了する。次に、ステ
ップＳ３５では、沸き上げ運転の完了時刻が到来したか否かを判定する。この判定が不成
立の場合には、当該判定が成立するまでステップＳ３４，Ｓ３５の処理を繰り返す。また
、ステップＳ３５の判定が成立した場合には、ステップＳ３６に移行して沸き上げ運転を
完了し、本ルーチンを終了する。従って、沸き上げ運転は、太陽光発電の発電開始時刻ま
で継続される。
【００５８】
　このように構成される本実施の形態でも、前記実施の形態１で説明した発電前沸き上げ
制御とほぼ同様の作用効果を得ることができる。そして、特に本実施の形態によれば、気
象状況に応じて太陽光発電の発電開始時刻が変化する場合、例えば日の出時刻の時間帯の
天気予報が雨の場合、日の出時刻となっても発電が開始されないので、日の出時刻よりも
遅い時刻（例えば、雨の天気予報が晴れや曇りに回復する予測の時刻）まで、発電開始時
刻が遅くなるなどと判断し、気象情報に基いて発電開始時刻を容易に推定することができ
る。
【００５９】
実施の形態４．
　次に、図７を参照して、本発明の実施の形態４について説明する。本実施の形態は、前
記実施の形態１乃至３のうち何れかの制御に加えて、貯湯タンクの最低保持湯量を夏季よ
りも冬季に大きく設定することを特徴としている。図７は、本発明の実施の形態４におい
て、制御装置により実行される制御の一例を示すフローチャートである。この図に示すル
ーチンは、貯湯式給湯機１の作動中に繰り返し実行されるものとする。図７に示すルーチ
ンでは、まず、ステップＳ４０において、現在の季節情報を取得する。このとき、制御装
置２０は、ＨＥＭＳコントローラ３２を介して外部ネットワークから季節情報を取得して
もよいし、自らに備えられた時計機能等を利用して季節情報を取得してもよい。
【００６０】
　次に、ステップＳ４１では、貯湯タンクの最低保持湯量を季節に応じて変更する季節対
応制御を実行する設定となっているか否かを判定する。この設定は、給湯機１の使用者等
により、リモコン２１，２２，２３の何れかを用いて切換えることができる。ステップＳ
４１の判定が成立した場合には、ステップＳ４２に移行する。一方、ステップＳ４１の判
定が不成立の場合には、使用者等により季節対応制御を実行しないように設定されている
ので、本ルーチンを終了する。
【００６１】
　次に、ステップＳ４２では、前記日付情報に基いて現在の季節が夏季または冬季である
か否かを判定する。この判定が不成立の場合には、貯湯タンク４の最低保持湯量を予め規
定された標準量に設定する。一方、ステップＳ４２の判定が成立した場合には、ステップ
Ｓ４４に移行し、現在の季節が冬季であるか否かを判定する。そして、この判定が成立し
た場合には、外気温の低下等により給湯量が増加するものと想定して、ステップＳ４５に
移行し、最低保持湯量を標準量よりも大きく設定する。一方、ステップＳ４４の判定が不
成立の場合には、夏季の温度上昇等により給湯量が低下するものと想定して、ステップＳ
４６に移行し、最低保持湯量を標準量よりも小さく設定する。
【００６２】
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　このように構成される本実施の形態によれば、貯湯タンク４の最低保持湯量を季節に応
じて過不足なく適切に設定することができる。従って、前記実施の形態１乃至３で説明し
た効果に加えて、沸き上げ運転の消費電力を季節毎に最適化することができる。
【００６３】
実施の形態５．
　次に、図８を参照して、本発明の実施の形態５について説明する。本実施の形態は、前
記実施の形態１乃至４のうち何れかの制御に加えて、貯湯タンク内の残湯量が最低保持湯
量よりも小さい限界保持湯量未満である場合に、売電促進制御を実行せずに沸き上げ運転
を強制的に実行することを特徴としている。ここで、限界保持湯量とは、貯湯式給湯機１
が給湯運転を安定的に行うために最低限必要な貯湯量として予め設定されている。図８は
、本発明の実施の形態５において、制御装置により実行される制御の一例を示すフローチ
ャートである。この図に示すルーチンは、貯湯式給湯機１の作動中に繰り返し実行される
ものとする。
【００６４】
　図８に示すルーチンでは、まず、ステップＳ５０において、貯湯タンク４内の貯湯量（
残湯量）が限界保持湯量未満であるか否かを判定し、この判定が成立した場合には、ステ
ップＳ５１に移行する。ステップＳ５１では、太陽光発電装置３０の発電状態に関係なく
、即ち、売電促進制御を実行せずに、沸き上げ運転を強制的に実行し、本ルーチンを終了
する。一方、ステップＳ５０の判定が不成立の場合には、ステップＳ５１の処理を実行せ
ずに、そのまま本ルーチンを終了する。
【００６５】
　このように構成される本実施の形態によれば、太陽光発電中には、沸き上げ運転を抑制
または禁止しつつ、貯湯タンク４内の残湯量が許容限界を超えて減少した場合に沸き上げ
運転を速やかに実行することができる。これにより、前記実施の形態１乃至４で説明した
効果に加えて、売電の促進と給湯時の湯切れ防止とを両立させることができる。
【００６６】
実施の形態６．
　次に、図９を参照して、本発明の実施の形態６について説明する。本実施の形態は、前
記実施の形態１乃至５のうち何れかの制御に加えて、太陽光発電装置の発電中でも沸き上
げ運転を強制的に実行させることが可能な構成としたことを特徴としている。図９は、本
発明の実施の形態６において、制御装置により実行される制御の一例を示すフローチャー
トである。この図に示すルーチンは、貯湯式給湯機１の作動中に繰り返し実行されるもの
とする。図９に示すルーチンでは、まず、ステップＳ６０において、例えば給湯機の使用
者等がリモコン２１，２２，２３の何れかを操作することにより、即時沸き上げ操作を実
行したか否かを判定する。
【００６７】
　ここで、即時沸き上げ操作とは、太陽光発電装置の発電中でも沸き上げ運転を即時に開
始するための操作である。リモコン２１，２２，２３は、即時沸き上げ操作を実行するた
めに操作される沸き上げ操作手段を構成している。そして、ステップＳ６０の判定が成立
した場合には、ステップＳ６１に移行し、太陽光発電装置３０の発電状態に関係なく、沸
き上げ運転を強制的に実行する。この沸き上げ運転は、例えば貯湯タンク４内の貯湯量が
前述の設定保持湯量に到達した時点で終了される。一方、ステップＳ６０の判定が不成立
の場合には、ステップＳ６１の処理を実行せずに、そのまま本ルーチンを終了する。
【００６８】
　このように構成される本実施の形態によれば、太陽光発電中であっても、貯湯量を増加
させたい要求が生じたり、貯湯量が不足しそうな場合等には、即時沸き上げ操作を行うこ
とにより、沸き上げ運転を速やかに開始することができる。従って、貯湯式給湯機１の湯
切れを防止し、使用者の利便性を向上させることができる。
【００６９】
　なお、前記実施の形態１乃至６では、それぞれの構成を個別に例示したが、本発明にこ
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れに限らず、実施の形態１乃至６のうち組合わせが可能な２つの構成、または３つ以上の
構成を組合わせることにより、貯湯式給湯機及びソーラーシステムを実現してもよい。ま
た、実施の形態１乃至６では、加熱装置としてヒートポンプユニット２を用いる場合を例
示したが、本発明はこれに限らず、ヒートポンプユニット以外の各種の加熱装置を用いて
もよい。
【符号の説明】
【００７０】
１　貯湯式給湯機，２　ヒートポンプユニット（加熱装置），３　タンクユニット，４　
貯湯タンク，５　ヒートポンプ往き配管，６　ヒートポンプ戻り配管，７　給水配管，８
　給湯配管，９　風呂用混合弁，１０　風呂用配管，１１　給湯用混合弁，１２　外部給
湯用配管，１３　タンク温度センサ（残湯量センサ），１４　風呂用流量センサ，１５　
外部給湯用流量センサ，１６　制御線，２０　制御装置，２１，２２，２３　リモコン（
切換操作手段、選択操作手段、沸き上げ操作手段），３０　太陽光発電装置，３１　パワ
ーコンディショナー，３２　ＨＥＭＳコントローラ，３３　制御通信線，３４，３５　受
電用電力線，３６　送電用電力線，３７　売電用電力線，４０　電力会社（外部電源），
４１　インターネット

【図１】

【図２】

【図３】
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